
 

自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約細目書 
 

（保安管理業務の内容） 
第1条 乙が受託して実施する甲の自家用電気工作物（以下「電気工作物」という）の工事、維持及び運用の保安の監督に係る業

務（以下「保安管理業務」という。）は、次の各号によるものとします。 
（1）定期的な点検及び測定・試験は、原則として甲の保安規程に定める別表2（維持及び運用に関する点検及び測定・試

験の基準）及び別紙に従い実施し、その結果を甲に報告するとともに、経済産業省令で定める技術基準（以下「技術

基準」という）への適合状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、その

とるべき措置について甲に助言するものとします。 
（2）電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、甲の保安規程に定める別表1（工事に関する巡視、

点検及び測定・試験の基準）に従い、工事中の点検を実施し、その結果を甲に報告するとともに、技術基準への適合

状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、そのとるべき措置について甲

に助言するものとします。 
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条
の規定により工事中の点検は行わないものとします。 

（3）電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲もしくは電気事業者等より通

知を受けた場合は、保安業務担当者等が伺って事故の現状等を確認するとともに事故原因を探し、事故の状況によっ

ては送電の停止又は電気工作物の切り離し等に関する指示を行うものとします。また応急措置について助言するとと

もに再発防止についてとるべき措置を報告し、必要に応じて臨時点検を行います。この場合において、甲は、乙に電

気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に伝えるものとします。また電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報

告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの助言を行うものとします。 
（4）電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとします。 

2 乙は、定期点検時において甲が行う日常巡視等において異状等がなかったか否かの問診を行い、異状があった場合には、乙

は点検を行うものとします。 
3 同条第1項の保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物の点検及び測定・試験については、甲の負担に

おいて電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。この場合において甲は乙にその結果の記録を提示す

るものとし、乙は必要な指導、助言ができるものとします。 
（1）設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物（例えば、次の

（ａ）から（ｅ）までのいずれかに該当する電気工作物） 
（ａ）建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備 
（ｂ）消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又

は特殊消防用設備等 
（ｃ）労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 
（ｄ）機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器 

（昇降設備、医療用機器、オートメーション化された工作機械群又はコンピュータ関連機器、電話交換機器等） 
（ｅ）内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

ただし、外観点検及び絶縁抵抗測定は除く 
（2）設置場所の特殊性若しくは業務上の都合等甲の事由で、乙が立ち入り点検を行うことが困難な場所に設置された電気

工作物（例えば、次の（ａ）から（ｅ）までのいずれかの場所に設置される電気工作物） 
（ａ）立入に危険を伴う場所 

（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等） 
（ｂ）情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等） 
（ｃ）衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等） 
（ｄ）機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 
（ｅ）立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

（3）事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物（常時電路に接続して使用されていないもの） 
（4）広告塔、照明塔等の高所にあるもの又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等（点検現場において容易

に点検できないもの） 
（5）非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置（分解整備等） 

4 同条第1項のほか、乙が実施する次の業務については、乙が別に定める手数料の規程によりその都度算定するものとします。 
（1）対象電気工作物の工事について設計審査、竣工検査、官公庁への手続指導業務 
（2）乙が実施する保安管理業務を補完するための点検及び測定・試験の業務（乙の受託規程に基づく試験・技術業務） 
（3）その他、本契約によらない業務 

（点検の頻度等） 
第2条 第１条第1項1号及び2号に定める乙が行う点検の内容は、甲の保安規程によるものとし、月次点検及び年次点検の頻度は

委託契約書に記載するものとし、工事中点検の頻度は甲の保安規程別表1によるものとします。 
2 第１条第 1 項 3 号に定める事故発生の場合の応急措置・再発防止措置、事故原因調査の協力及び臨時点検並びに 
電気関係報告に基づく電気事故報告書の作成及び手続 ......................................................................................... 必要の都度 
3 第１条第 1 項 4 号に定める立入検査の立会..................................................................................................... 必要の都度 



 

（絶縁監視装置の設置） 
第3条 経済産業省告示第249号第４条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び乙の定める条件に該当する電気

工作物には、甲の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。 
2 電気工作物に設置する絶縁監視装置は甲乙協議のうえ乙が設置し所有するものとします。 
3 甲は、絶縁監視装置を設置する場所の提供、電灯配線などの施設に便宜を供するものとします。 
4 絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として乙が負担するものとします。 
5 絶縁監視装置の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとします。 
6 甲は、絶縁監視装置を無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとします。 
7 乙が実施する保安管理業務を補完するためのデマンド監視業務に関する取り扱いは「別記・1」によるものとします。 

（絶縁監視装置の警報発生時の処置） 
第4条 前条第1項の電気工作物に設置する絶縁監視装置からの警報発生時（警報動作電流（設定の上限値50 mA）以上の漏れ電

流が発生している旨の警報（「漏れ警報」）を連続して５分以上受信した場合又は５分未満の漏れ警報を繰り返し受信した場合

をいう）乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとします。 
2 乙は、警報発生時の受信記録を3年間保存するものとします。 

（絶縁監視装置の撤去） 
第5条 乙は、甲との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置を撤去するものとします。 
2 絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。 
3 電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して経済産業省告示第249号第４条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備

の条件に該当しなくなった場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。 

（委託手数料の額等） 
第6条 第1条第１項に掲げる業務に対する委託手数料は、委託契約書に記載するものとします。 

2 甲の要請により年次点検等を乙の就業時間外に実施する場合は、別に乙の定める手数料の規程により時間外割増手数料をそ

の都度算定し、算定した割増手数料に消費税を加算するものとします。 
3 乙は、契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて委託手数料及び消費税を精算します。 

（委託手数料の支払条件等） 
第7条 第6条の委託手数料の支払いは、次のとおりとします。 

（1）委託手数料の適用開始 
① 新規受託の場合は受電開始の月からとし、受電日により日割手数料 
② 受電設備の容量又は発電所及び非常用予備発電装置の出力が変更になった場合 

イ 設備が増加した場合は、翌月から変更後の手数料 
ロ 設備が減少した場合は、その月から変更後の手数料 

（2）委託手数料の支払方法 
支払期日までに、甲の預金口座から乙の預金口座に振り替える方法（口座振替）又は乙の指定する金融機関の預金

口座に振り込む方法（振込）によるものとします。 
（3）委託手数料の振替日及び支払期日 

振替日及び支払期日は、表1のとおりとします。 
表1 振替日及び支払期日 

支 払 区 分 口 座 振 込 
毎月払い 請求書を受理した日から30日以内 
6ヶ月分 一括前払い 請求書を受理した日から30日以内 
1ヶ年分 一括前払い 請求書を受理した日から30日以内 

2 前各項の手数料には、消費税法及び地方税法に定める税率で算定した消費税額を含みます。 

（相互の協力及び義務） 
第8条 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要

な措置をとるものとします。 
2 甲は、乙が行う点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとします。 
3 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。 

（甲乙相互の通知） 
第9条 甲は、次に掲げる場合は、その具体的内容を乙に通知するものとします。 

（1）電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合 
（2）電気事業法第107条第3項に基づく立入検査を受ける場合 
（3）電気工作物の保安に関する書類を所管官庁に提出する場合 
（4）電気工作物の設置又は変更工事の計画、施工並びに完成した場合 
（5）高圧電気設備に接近して作業を行う場合 
（6）災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し又は変更する場合 
（7）平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転操作について定める場合 
（8）責任分界点の変更又は委託契約書に掲げる電気工作物の構内を拡張又は縮小する場合 
（9）電気の保安に関する組織を変更する場合 
（10）相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合 



 
（11）委託者、代表者、事業場の名称及び所在地に変更があった場合 
（12）その他電気工作物の保安に関し必要な事項 

2 乙は、次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。 
（1）乙の執務時間内における乙への連絡方法 
（2）乙の執務時間外における乙への連絡方法 
（3）その他必要な事項 

（連絡責任者等） 
第10条 甲は、本契約の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて乙に通知するものとします。 

2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法等

を乙に通知するものとします｡ 
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします｡ 
4 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。 
5 甲は、需要設備の設備容量が6,000kVA以上の場合、連絡責任者として第１種電気工事士又はそれと同等以上の知識及び技能

を有するものをあてるものとします。 

(発電所担当者等) 
第11条 甲が発電所を有する場合、甲は、日常における発電設備の起動・停止操作等が円滑に行い得る発電所担当者を定めると

ともに、その氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。 
2 甲は、前項の発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法

等を乙に通知するものとします。 
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。 
4 甲は、発電所担当者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。 

（実施日程等） 
第12条 乙は、第1条第1項（１）に定める業務を原則として、平日の乙の執務時間に実施するものとします。 

（1）月次点検：原則として乙は甲に対して実施予定日をあらかじめ通知するものとします。 
（2）年次点検：原則として乙は甲に対して実施予定日の30日前までに通知するものとします。 

2 甲は、前項（2）の実施予定日を尊重し、これに協力するものとします。ただし、やむを得ない理由により、日程の変更を必

要とする場合は、甲乙協議の上、新たな日程を定めるものとします。 
3 年次点検等の実施において、電気事業者の自家用需要家引込用分岐開閉器の開閉操作をする必要がある場合は、電気事業者

に対する手続きは、乙が行うものとします。 
4 発電所を設置してある場合、甲は、当該発電設備の整備、原動機・熱交換器等の分解・整備及び排気ガスの測定を行うもの

とします。また、実施に関しては乙と協議するものとし、当該発電設備の分解・整備を電気機器製造業者、整備業者等に依頼

して行う場合は、乙に分解・整備等の｢結果の記録等｣を提示し、乙は、必要に応じて助言するものとします。なお、この場合、

乙は、その｢結果の記録等｣に基づき発電所年次点検結果報告書を作成し、これを年次点検におきかえるものとします。 

（事業場内の立入り等） 
第13条 乙は、保安管理業務を行うため、必要に応じて甲の事業場内に立ち入ることができるものとします。この場合において、

乙は、甲の服務規律を尊重するものとします。 

（記録の確認等） 
第14条 乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、甲の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要

な措置について協議するものとします｡ 

（保安業務担当者等） 
第15条 乙は、委託契約書に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者（以下「保安業務担当者」といいます｡）には、電気

事業法施行規則第52条の2第2号イの要件に該当している者をあてるものとします。 
2 保安業務担当者は、保安管理業務を自ら実施するものとし、必要に応じ他の保安業務担当者（以下、「保安業務従事者」とい

う。）に保安管理業務の一部を実施させることがあります。 
3 保安業務担当者並びに保安業務従事者（以下「保安業務担当者等」といいます）は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理

業務の実施を補助させることがあります。 
4 乙は、前各項で定める保安業務担当者等を、乙の事業所への連絡方法とともに、文書をもって甲に通知するものとし、甲は

その内容を確認し、保安業務担当者等と面接を行い、本人確認を行うものとします。なお、保安業務担当者等の変更を行う必

要が生じた場合であっても同様とします。 
5 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行し、自らが委託契約書に記された保安管理業

務担当者であることを甲に対して明らかにするものとします。ただし、緊急時の場合は、この限りではない。 

（損害賠償） 
第16条 保安管理業務において、乙の責に帰すべき事由により、甲若しくは第三者に与えた損害に対し、乙は法律上の賠償責任

を負うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとします。 
（1）契約に基づき、協議決定した事項又は協会が指導、助言した事項について甲が都合により実施しなかった場合、これ

によって損害が生じた場合 
（2）甲が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害が生じた場合 
（3）第9条第1項に掲げる甲から乙への通知を怠ることに起因して損害が生じた場合 
（4）天災地変、自然劣化、原因不明等の欠陥の発見が困難な場合並びにその他乙の責めとならない事由により損害が生じた場合 



 

（点検記録等の確認と記録の保存） 
第17条 乙が実施した保安管理業務の結果の記録等について、保安管理業務担当者等から報告を受け、その記録を確認し、甲乙

双方において３年間保存するものとします。 
ただし、年次点検の記録にあたっては、3年間を経過した場合にあたっても次回の年次点検が行われるまで保存するものと

します。 

（備品等の整備） 
第18条 甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するもの

とします｡ 

（機密の保持及び個人情報の扱い） 
第19条 甲及び乙は、業務上知り得た甲の機密を他にもらさないものとします。 

2 甲及び乙は、本契約において取得した個人情報を甲の委託を受けて行う保安管理業務以外の目的に利用しないものとします。 

（契約の変更等） 
第20条 甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する事項を変更した場合は、契約期間内であっても契約を変更するものとします。 

（1） 需要設備の設備容量が変更された場合 
（2） 受電電圧が変更された場合 
（3） 点検頻度が変更された場合 
（4） 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合 
（5） 非常用予備発電装置の発電機定格容量、定格電圧が変更された場合 
（6） 相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合 
（7） 委託者、事業場の名称及び所在地に変更があった場合 
（8） その他本契約書の内容に変更を要する事項が発生した場合 

（契約の解除） 
第21条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降に

おいて当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は当該契約は解除する。 

2 甲又は乙が、本契約に定める義務を履行しないとき、甲又は乙は、一定の猶予期間を定め催告をした後、本契約を解除するこ

とが出来る。 

（契約の失効） 
第22条 委託契約書に掲げる電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は効力を失うものとします。 

（1） 廃止された場合 
（2） 電気事業法施行規則第52条第２項の承認を取り消された場合 
（3） 一般用電気工作物となった場合 
（4） 受電電圧が7,000Vを超えた場合 
（5） 発電所の出力が1,000kW以上となった場合 
（6） 構外にわたる配電線路の電圧が600Vを超えた場合 

（電気工作物以外の不安全施設に関する措置等） 
第23条 保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設（以下「不

安全施設」といいます。）がある場合は、甲乙協議の上、速やかに改修するものとします。 
2 前項の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担するものとします。 
3 乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検及び測定・試験を実施しないことがあります。 
4 乙は不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、本契約を解除すること

ができるものとします。 

（合意管轄） 
第24条 甲及び乙は、本契約に関する紛争解決について、那覇地方裁判所とすることに合意します。 

（契約の期間） 
第25条 本契約の有効期間は、委託契約書に記載するものとします。 

（契約事項等の解釈） 
第26条 契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって協議するも

のとします。 
 

 


